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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 交通安全施設等整備事業（交差点改良工事） 

地 区 名 主要地方道 田原高松線 

事業箇所 田原市田原町地内 

事業のあ

らまし 

当該路線は、旧田原町と旧赤羽根町を結ぶ重要な幹線道路であり、平成１５年８月の両町合併

により、新市の産業活動や市民生活を支える道路である。 

当該区間周辺には、田原市役所、豊橋鉄道渥美線三河田原駅、小学校等の公共施設が立地して

いる。 

当該交差点は、平成19年 6月に完成した南庁舎の進入口となっており、不特定多数の歩行者や

自転車が行き交う場所でありながら、右折車線がないため、無理な右折による事故や右折待ち車

への追突事故などの危険性が懸念されていた。 

このため、交差点改良による右折車線の設置とともに、歩行者や自転車が安全に通行できるよ

う、自転車歩行者道を両側に設置したものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

○ 危険通学路の解消  
○ 歩行者･自転車の安全性の向上 
○ 交差点の安全性の向上 
【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） 

なし 

事 業 費 
事業費 内訳 

５.７億円 □工事費０.５億円、□用補費４.９億円、□その他０.３億円 

事業期間 採択年度 平成１６年度 着工年度 平成１６年度 完成年度 平成２１年度

事業内容 

交差点改良 L=200m 

自転車歩行者道設置 L=135m W=17m 

(L=200mのうち65m区間は区画線工のみの右折車線設置) 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

①自転車歩行者道が整備され、物理的に歩車分離が図られ、朝夕の通学児童を始めとした自

転車・歩行者の通行の安全性・快適性が向上している。  

②事業実施前後の「死傷事故件数」と「死傷事故率」を比較 

年平均死傷事故件数(件/年)   1.25（H12-H15） ⇒ 0.75（H22-H25） 削減率 40%   

死傷事故率（件/億台ｷﾛ）  173.1（H12-H15） ⇒ 94.4（H22-H25） 削減率 45% 

③交差点改良により右折車線が整備され、事故が減っている。 

 

【達成状況に対する評価】 

 自転車歩行者道の整備により、連続した歩行空間ができ、「死傷事故件数」と「死傷事故率」

の改善が見られた。これにより、通学路にも指定されている当該区間の通学児童を始めとし

た歩行者・自転車交通の安全性が向上し、当初の目標を達成している。  

 また、交差点改良に伴い右折帯を設置したことで、直進車線からの強引な追越しが減少し、

追突事故も3件/4年から1件/4年へと減少したため、当初の目標を達成している。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 ― 

【達成状況に対する評価】 

 ― 

（別紙３）
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②
事
業
効
果
の
発
現
状
況 

【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】 

  事業採択時 実績 備考 

事業期間 H16からH19 H16からH21   

事業費 

(億円) 

工事費 ０.５ ０.５   

用地補償費 ４.９ ４.９   

その他 ０.３ ０.３   

合計 ５.７ ５.７   

効果の 

算定 

要因 

  － －   

        

        

※必要に応じて再評価時点を加えて比較する。 

【事業期間に対する評価】 

事業採択時には、事業規模及び新市庁舎の完成に合わせ４年間で事業の完了を予定して

いたが、事業区間は田原市の中心市街地に位置しており商店・民家等が多いこと、現道拡

幅での事業で用地を薄く買収することから、用地交渉において構内再築工法の検討、移転

先の代替地の選定等に期間を要した。結果的に、計画から２年間延伸して、６年間となっ

たことは反省すべき点である。今後は、実践的な事業期間の設定を行うとともに、地元及

び地権者とさらなる合意形成を図り、早期供用にむけた、計画的な用地取得に努める必要

がある。 

【事業費に対する評価】 

事業費の内、工事費については、同種の交差点改良工事（拡幅による自転車歩行者道設

置工事も含む）の工事費と同等であり、事業費は、事業採択時と比較して、ほぼ計画どお

りであった。 

【効果の算定要因に対する評価】 

局所的な安全対策となっており、便益算出のための走行時間短縮、走行経費削減の適用

が難しく、貨幣価値化困難であるため、算出していない。 

【貨幣価値化困難な効果】 

周辺の公共施設等を結ぶバリアフリー歩行空間ネットワークの整備による交通弱者に対

する安全性向上に寄与しているほか、当該区間は豊橋鉄道渥美線の三河田原駅から田原市

役所までの経路となっており、不特定多数の人々が利用する公共施設を結び、魅力的で利

便性の高い街並み形成に寄与している。 

③事業実施に

よる環境の変

化 

・沿線住民や地域、自然環境に与えた大きなマイナス影響は特にないものと考える。 

 

Ⅲ 対応方針（案） 

今後の事後評

価の必要性 

初期の事業目的を達成しており、今後の事後評価の必要性はないものと考える。 

改善措置の必

要性 

 事業目標に対する効果が十分に発現しており、新たな課題も見られないため、改善措置の

必要性はないものと考える。 
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同種事業に反

映すべき事項 

 

 市町村合併にともなう、田原市役所の新庁舎建設に合わせて実施された事業であり、田原

市の都市計画マスタープランにおいても、「にぎわい機能エリア」に位置づけられる区間であ

るため、不特定多数の方々が行き交う道路となっている。このため、景観に配慮したブロッ

ク舗装を採用しており、市役所前などにおける同種事業では、景観の視点も含めた計画を検

討することが反映すべき事項である。 

 早期供用のために、事業の必要性をより詳しく説明し、事業への理解を深めてもらうなど、

地元及び地権者とのさらなる合意形成に努めていく。 

その上で、事業期間設定に際しては、沿線の土地利用状況や工事施工計画、関係機関協議

等を勘案して、実践的な事業期間の設定に努める。 

 また、用地取得の遅れから、長期間、工事着手できない場合などにおいても、部分的に工

事が施工できる箇所の工事を実施し、交通安全の向上を図っていく必要があると考える。 

事後において、横断歩道を通行する歩行者との交差点から右折してくる車の接触事故が４

年間で２件、発生している。 

 このような事故はドライバー不注意による事故（横断歩行者妨害）と考えているが、今後、

経過観察し、同様な事故が多発するようであれば、注意喚起等の対策を取る必要があると考

える。 

 

Ⅳ 事業評価監視委員会の意見 

交通安全対策事業（主要地方道田原高松線）の対応方針（案）[改善措置等必要なし]を了承する。 

 

Ⅴ 対応方針 

改善措置等必要なし 

 

 


